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５
月
７
日
の
琢
成
学
区
か
ら
６
月

６
日
の
平
田
地
区
ま
で
市
内
17
か
所
で
、

「
総
合
計
画
ま
ち
づ
く
り
意
見
交
換
会
」

を
開
催
し
４
３
４
人
の
方
か
ら
参
加
い

た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
市
立
酒

田
病
院
と
県
立
日
本
海
病
院
の
統
合
再

編
に
つ
い
て
も
説
明
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
説
明
会
で
は
、
統
合
再
編
整

備
基
本
構
想
で
決
定
さ
れ
た
、
統
合
病

院
の
医
療
機
能
と
施
設
整
備
の
内
容
、

今
後
の
日
程
に
加
え
、
経
営
形
態
に
関

す
る
有
識
者
委
員
会
で
検
討
・
報
告
さ

れ
、
運
営
委
員
会
で
了
承
さ
れ
た
統
合

病
院
の
経
営
形
態
「
一
般
地
方
独
立
行

政
法
人
」
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
説
明

を
行
い
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
救
命
救
急
セ
ン
タ

ー
は
充
実
し
て
ほ
し
い
」「
両
病
院
の

統
合
は
、
市
民
の
命
に
関
わ
る
問
題
で

あ
り
、
市
民
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し

理
解
を
得
る
必
要
が
あ
る
」
等
の
質
問

や
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
出
前
講
座
等
の
開
催
を
通

じ
て
市
民
の
皆
さ
ん
と
の
意
見
交
換
を

行
い
な
が
ら
統
合
病
院
へ
の
円
滑
な
移

行
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

Ｑ　

左
表
に
あ
る
、
地
方
独
立
行
政
法

人
評
価
委
員
会
と
は
、
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
す
の
で
す
か

Ａ　

地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
法
人
の

自
律
性
、
効
率
性
が
強
化
さ
れ
る
一
方
、

業
務
の
公
共
性
、
透
明
性
を
確
保
す
る

た
め
の
評
価
制
度
が
法
律
で
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
地
方
独
立
行
政
法
人
評
価

委
員
会
は
、
法
人
の
業
務
実
績
に
つ
い

て
客
観
的
か
つ
中
立
公
平
に
評
価
を
行

い
、
必
要
に
応
じ
て
改
善
勧
告
を
行
う

な
ど
、
地
方
独
立
行
政
法
人
の
目
標
・

評
価
制
度
の
根
幹
と
な
る
役
割
を
果
た

す
も
の
で
す
。

　

地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
は
、

設
置
団
体（
市
と
県
）そ
れ
ぞ
れ
の
附
属

機
関
と
し
て
、
条
例
で
定
め
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
ま
す
（
市
と
県
で
共
同
設
置

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
）。
そ
の
事
務

の
主
な
内
容
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

①
設
立
団
体
の
長
に
よ
る
中
期
目
標
の

作
成
・
変
更
の
際
の
意
見

②
中
期
計
画
の
作
成
・
変
更
に
対
し
て
、

設
立
団
体
の
長
が
認
可
す
る
際
の
意
見

③
各
事
業
年
度
に
お
け
る
法
人
の
業
務

実
績
に
つ
い
て
の
評
価
お
よ
び
業
務
運

営
改
善
勧
告

④
中
期
目
標
に
係
る
法
人
の
業
務
実
績

評
価
お
よ
び
業
務
運
営
改
善
勧
告

⑤
設
立
団
体
の
長
に
対
す
る
、
③
お
よ

び
④
の
評
価
内
容
の
報
告

⑥
中
期
目
標
期
間
終
了
時
に
、
設
立
団

体
の
長
が
業
務
を
継
続
さ
せ
る
必
要
性
、

組
織
の
あ
り
方
、
業
務
の
全
般
等
を
検

討
し
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
際
の
意

見⑦
評
価
結
果
の
通
知
・
勧
告
の
公
表

Ｑ　

地
方
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会

の
委
員
は
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
選
任

さ
れ
ま
す
か

Ａ　

評
価
委
員
会
の
委
員
は
、
法
人
の

業
務
実
績
に
つ
い
て
客
観
的
か
つ
中
立

公
平
に
評
価
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て

改
善
勧
告
を
行
う
な
ど
、
地
方
独
立
行

政
法
人
の
目
標
・
評
価
制
度
の
根
幹
と

な
る
役
割
を
果
た
す
た
め
、
そ
の
構
成

に
つ
い
て
は
、
地
域
住
民
の
理
解
が
得

ら
れ
る
よ
う
な
公
平
性
お
よ
び
客
観
性

に
配
慮
を
し
た
人
選
を
行
っ
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

病
院
統
合
再
編

総
合
計
画
ま
ち
づ
く
り
意
見
交
換
会
で
統
合
再
編
を
説
明

●
お
問
い
合
わ
せ
／
市
企
画
調
整
課
企
画
調
整
係
☎
２
６
‐
５
７
０
４

病
院
統
合
再
編
Ｑ
＆
Ａ

設置団体（市・県）

地方独立行政法人

議  会

設立団体の長

中期目標の策定（公表）

中期目標に係る
業務の実績に係る

評価

各事業年度に係る
業務の実績に関する

評価

地方独立行政法人
評価委員会

意見聴取
（目標設定）
（計画認可）

評価報告

報告

認可

中期計画の作成（公表） 年度計画の作成（公表） 業務運営
次期中期目標期間へ

事業・組織の変更

議決

指示 変更命令 届出 運営費交付金 評価
改善勧告
（必要時）

　

開
催
希
望
日
の
２
週
間
前
ま
で
に
、
直
接
ま
た
は

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
市
ま
ち
づ
く
り
推
進

課
地
域
づ
く
り
係
☎
２
６
‐
５
７
２
５
、
6
２
６
‐
３

６
８
８
、
Ｅ
メ
ー
ルm

achi@
city.sakata.lg.jp

へ

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

◆
病
院
統
合
再
編
に
関
す
る
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

市
企
画
調
整
課
企
画
調
整
係

☎
２
６
‐
５
７
０

４
、
6
２
６
‐
６
９
１
４
、
Ｅ
メ
ー
ルkikaku@

city.
sakata.lg.jp

出
前
講
座
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

地
方
独
立
行
政
法
人
と
は
、
住
民
の
生
活
、
地

域
社
会
お
よ
び
地
域
経
済
の
安
定
等
、
公
共
上

の
見
地
か
ら
そ
の
地
域
で
確
実
に
実
施
さ
れ
る

こ
と
が
必
要
な
事
務
お
よ
び
事
業
を
効
率
的
か

つ
効
果
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

地
方
公
共
団
体
が
設
立
す
る
法
人
。


